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□介護保険料の徴収猶予とは
下記の「対象となる方」の保険料徴収を一定
期間猶予するものです。

□対象となる方は
災害により、住宅被害のあった方や収入の著
しい減少が見込まれる方について、定められた
期限内に保険料を納めることが困難と納付相談
などで認められた、第１号（６５歳以上）被保
険者（注２）
（注２）『第１号被保険者』：６５歳以上の方

□猶予される期間は
納期の到来する保険料を対象として、６か月
以内で徴収を猶予するものです。

□申請に必要なもの
申請書、り災証明書（写）、その他の被災状況を
確認できる書類

□申請期間は　　令和５年２月２８日まで

介護保険料を
徴収猶予します

市民生活部介護福祉課  ☎22-1350
各総合支所市民サービス課

□水道料金・下水道使用料の減免とは
下記の「対象となる方」の令和４年５月請求
分の水道料金・下水道使用料を減免するもので
す。

□対象となる方は
発災時に宮城県大崎広域水道から給水を受け
ている、高清水地区、瀬峰地区の水道・下水道等
使用者

□減免内容は
令和４年５月請求分の水道基本料金・下水道
基本使用料を免除します。

□申請に必要なもの
申請等の手続きは必要ありません。

水道料金・下水道使用料を
減免します

上下水道部経営課  ☎42-1130
各総合支所市民サービス課

（３）子どもの養育支援

□奨学資金償還金の償還猶予とは
下記の「対象となる方」の奨学資金の償還を
一定期間猶予するものです。

□対象となる方は
災害により、所有または居住する住宅が被害
を受け、奨学資金の償還が困難な奨学生

□猶予される期間は
各月納入期限から１年以内 

□申請に必要なもの
申請書、り災証明書（写）

□申請期間は　　令和５年３月３１日まで

奨学資金償還金の償還を猶予します 教育部教育総務課
☎42-3511

（４）税金の猶予や保険料の免除
（５）水道料金・下水道使用料の減免

□市県民税、固定資産税、国民健康保険税の
徴収猶予とは
下記の対象となる方の市税の徴収を一定期間
猶予するものです。

□対象となる方は
災害により、財産に相当な損害を受け、また
は収入が減少したことにより市税を納付するこ
とができないことが申請により認められた方

□申請期限は　　各税の納期限前まで

□猶予される期間は
申請された日から原則１年以内です。

□申請に必要なもの
申請書、印鑑
被害を証明する資料（見積書など）
収入が著しく減少したこと、若しくは減少する
ことが見込まれることが分かる資料（帳簿など）

市県民税、固定資産税、国民健康保険税を
徴収猶予します

総務部税務課
☎22-1121

□災害による国民年金保険料の特例免除とは
下記の条件を満たす方の国民年金保険料が、
申請に基づき全額免除されるものです。

□対象となる方は
被災により、国民年金保険料の納付が困難に
なったとき、次の特例免除が適用される条件を
満たす国民年金第１号被保険者（注１）
○特例免除が適用される条件　　被保険者、世
帯主、配偶者等が所有する住宅、家財、住宅以
外の建物、宅地、田畑等が流出、全壊、半壊、
土砂流入等の被害を受け、その被害がもっとも
大きい財産にかかる被害金額（保険金、損害賠
償金等により補充された金額は除きます）が、
その価格のおおむね２分の１以上であるとき

□申請期間は　　対象となる期間から２年間

□対象となる期間は
令和４年２月分から令和６年６月分

□減免割合　　全額免除

□申請に必要なもの
年金手帳、印鑑、申請書、り災証明書の写しま
たは国民年金被災状況届（免除申請書、被災状
況届の用紙は窓口に備え付けています）

（注１）
『第１号被保険者』：２０歳以上６０歳未満の自営業者、農林漁

業事業者、学生、フリーター、無職の方など
『第２号被保険者』：会社員・公務員など
『第３号被保険者』：第２号被保険者に扶養されている配偶者で、

２０歳以上６０歳未満の方

国民年金保険料を
免除します

各総合支所市民サービス課、またはお近くの
年金事務所（古川年金事務所 ☎0229-23-1200）


